
防衛省からの第１次回答

260
防衛大臣への自衛隊の災
害派遣要請の権限を都道
府県から指定都市へ移譲

現行、自衛隊への派遣要
請は都道府県が行うことと
されているが、災害現場
の状況を直接知りうる基
礎自治体であり、かつ、都
道府県と同等の規模能力
を有する指定都市へ移譲
すること。

【制度改正の必要性】
近年のゲリラ豪雨など、局地的、即時的な自然災害が増加している状況を踏
まえると、人命が脅かされる災害が発生し、それが市町村の対応能力を越え
ることが明白になった場合、広域調整を経ずして、災害現場の状況を知りうる
市町村がいち早く災害派遣要請を行うことができるよう、自衛隊法を改正すべ
きであると考える。
それを基本としながら、以下の考え方により、まずは指定都市にその権限を
移譲する必要があると考える。
指定都市は基礎自治体である一方で、道府県と同等の権限を有しているこ
と。
日ごろから、訓練等を通じ、自衛隊、警察、医療機関等との情報の共有や連
携を円滑に遂行できる環境を整えていること。
指定都市には、道府県による出先機関などの行政支援機能がほとんど置か
れておらず、また、土木事業をはじめ、災害時の対応につながる事業につい
ても、指定都市がその多くを行っていることから、道府県が指定都市の状況を
把握し難い状況にあると考えられること。

自衛隊法第８３条第
１項
災害対策基本法第
６８条の２

防衛省、内閣
府、総務省
（消防庁）

相模原市・浜
松市

C　対応不可

１．災害対策は、災害対策基本法に規定されているとおり、基礎的な地方公共団体である市
町村による第一義的な応急対応と、市町村を包括する広域的な地方公共団体である都道府
県による関係機関間の総合調整を前提としている。

２．自衛隊の災害派遣制度は、上記の前提を踏まえ、市町村及び都道府県の災害対応能力
（警察、消防等）を活用してもなお対応できず、人命又は財産の保護のため必要があると認
める場合に、区域内の被災・対応状況を全般的に掌握した上で、総合調整機能を担う都道府
県知事等に、自衛隊の災害派遣要請権限を認めている。

３．警察の運用、消防の広域応援、DMAT（災害派遣医療チーム）との協定等の事項は、何れ
も都道府県が権限を有しており、指定都市は上記を運用する立場にないところ、仮に現行の
災害法制を維持したまま、自衛隊への災害派遣要請権限のみを指定都市に移譲すれば、都
道府県による広域調整等により地方公共団体による対応を尽くさない段階で自衛隊に要請
がかかることとなる。換言すれば、自衛隊が地方公共団体以上に地域の災害対策に責任を
有することとなるため、各機関の性質・役割分担を考慮すると、制度的に不適切である。

４．また、運用の観点からは、上記の通り、災害対策に従事する各機関を運用する立場にな
く、広域的被災状況を把握する立場にない指定都市から直接災害派遣要請を受けたとして
も、自衛隊の派遣の要否を判断することは困難であり、結局のところ、都道府県との調整を
別途要するため、二重の調整を要することとなり、災害派遣の迅速性は担保されず、実効的
な救援活動に支障をきたす恐れがある。

５．上記の通り、災害が指定都市の範囲内に限定して発生するか否かに関わらず、災害法制
における指定都市の位置づけが、総合調整機能を担い、地方公共団体の対応を尽くす立場
にないため、災害法制全体における指定都市の役割分担及び権限を変更することなしに、自
衛隊の災害派遣要請権限を移譲する変更のみを実施することは不可能である。

430
自衛隊災害派遣要請権限
の市長への付与

浸水被害による住民の孤
立化、雪害における道路
の除雪等などの地域のみ
が直接的に把握できる被
害に限定し、市長が自衛
隊に対して直接、災害派
遣を要請できるよう権限を
付与し、都道府県へは事
後報告とする。

【提案事項・制度改正の必要性】
自衛隊法第８３条第１項に「都道府県知事その他政令で定める者は、天災地
変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める
場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することが
できる。」と示されている都道府県知事の自衛隊への災害派遣の要請権限に
ついて、浸水被害による住民の孤立化、大雪による雪害において道路の除雪
等を速やかに行う場合などに限定し、災害救助活動をより迅速かつ的確に行
うため、地域の被災状況を最も把握し、警察、消防等関係機関との連携によ
り、市民の生命、身体及び財産を守る被災市から直接、自衛隊の派遣を要請
できるよう権限を移譲すること提案する。

詳細については別紙あり。

自衛隊法第８３条第
１項
災害対策基本法第
６８条の２

防衛省、内閣
府、総務省
（消防庁）

郡山市 C　対応不可

１．災害対策は、災害対策基本法に規定されているとおり、基礎的な地方公共団体である市
町村による第一義的な応急対応と、市町村を包括する広域的な地方公共団体である都道府
県による関係機関間の総合調整を前提としている。

２．自衛隊の災害派遣制度は、上記の前提を踏まえ、市町村及び都道府県の災害対応能力
（警察、消防等）を活用してもなお対応できず、人命又は財産の保護のため必要があると認
める場合に、区域内の被災・対応状況を全般的に掌握した上で、総合調整機能を担う都道府
県知事等に、自衛隊の災害派遣要請権限を認めている。

３．警察の運用、消防の広域応援、DMAT（災害派遣医療チーム）との協定等の事項は、何れ
も都道府県が権限を有しており、市（市長）は上記を運用する立場にないところ、仮に現行の
災害法制を維持したまま、自衛隊への災害派遣要請権限のみを市（市長）に付与すれば、都
道府県による広域調整等により地方公共団体による対応を尽くさない段階で自衛隊に要請
がかかることとなる。換言すれば、自衛隊が地方公共団体以上に地域の災害対策に責任を
有することとなるため、各機関の性質・役割分担を考慮すると、制度的に不適切である。

４．また、運用の観点からは、上記の通り、災害対策に従事する各機関を運用する立場にな
く、広域的被災状況を把握する立場にない市（市長）から直接災害派遣要請を受けたとして
も、自衛隊の派遣の要否を判断することは困難であり、結局のところ、都道府県との調整を
別途要するため、二重の調整を要することとなり、災害派遣の迅速性は担保されず、実効的
な救援活動に支障をきたす恐れがある。

５．上記の通り、災害が市（市長）の範囲内に限定して発生するか否かに関わらず、災害法制
における市（市長）の位置づけが、総合調整機能を担い、地方公共団体の対応を尽くす立場
にないため、災害法制全体における市（市長）の役割分担及び権限を変更することなしに、自
衛隊の災害派遣要請権限を付与する変更のみを実施することは不可能である。

管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体
各府省からの第１次回答

区分 回答

2



管理番
号

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体
各府省からの第１次回答

区分 回答

628

自衛隊に対する災害派遣
の要請手続きの都道府県
知事から市町村長への権
限移譲

自衛隊への災害派遣の要
請手続きを、都道府県知
事から直接市町村長まで
拡大する権限移譲

【支障・制度改正の必要性】
現状では、自衛隊法第８３条第1条により、災害発生後、人命・財産の保護の
ために必要がある場合、市町村長が都道府県知事に依頼し、自衛隊への災
害派遣要請をすることが原則となっている。
しかしながら、市町村合併も進展し、区域が広域化するとともに、災害の種類
の多様化、大型化している中で、より迅速に効率的に対応するためには、市
町村長の権限として、直接災害派遣要請ができることが求められると考える。
台風や大雨などの風水害はある程度の予測・準備の対応は可能であるが、
地震や大規模な事故などの対応は特に緊急性を要するので、避難勧告、避
難指示の権限を有する市町村長の判断のバックボーンとなるものと考える。
市町村長へ権限を拡大しても、同時に都道府県知事への通知や報告を行うこ
とで、都道府県の応援や協力体制も可能になるものと考える。

自衛隊法第83条第
１項
災害対策基本法第
６８条の２

防衛省、内閣
府、総務省
（消防庁）

長崎県 C　対応不可

１．災害対策は、災害対策基本法に規定されているとおり、基礎的な地方公共団体である市
町村による第一義的な応急対応と、市町村を包括する広域的な地方公共団体である都道府
県による関係機関間の総合調整を前提としている。

２．自衛隊の災害派遣制度は、上記の前提を踏まえ、市町村及び都道府県の災害対応能力
（警察、消防等）を活用してもなお対応できず、人命又は財産の保護のため必要があると認
める場合に、区域内の被災・対応状況を全般的に掌握した上で、総合調整機能を担う都道府
県知事等に、自衛隊の災害派遣要請権限を認めている。

３．警察の運用、消防の広域応援、DMAT（災害派遣医療チーム）との協定等の事項は、何れ
も都道府県が権限を有しており、市町村（市町村長）は上記を運用する立場にないところ、仮
に現行の災害法制を維持したまま、自衛隊への災害派遣要請権限のみを市町村（市町村
長）に移譲すれば、都道府県による広域調整等により地方公共団体による対応を尽くさない
段階で自衛隊に要請がかかることとなる。換言すれば、自衛隊が地方公共団体以上に地域
の災害対策に責任を有することとなるため、各機関の性質・役割分担を考慮すると、制度的
に不適切である。

４．また、運用の観点からは、上記の通り、災害対策に従事する各機関を運用する立場にな
く、広域的被災状況を把握
する立場にない市町村（市町村長）から直接災害派遣要請を受けたとしても、自衛隊の派遣
の要否を判断することは困難であり、結局のところ、都道府県との調整を別途要するため、二
重の調整を要することとなり、災害派遣の迅速性は担保されず、実効的な救援活動に支障を
きたす恐れがある。

５．上記の通り、災害が市町村（市町村長）の範囲内に限定して発生するか否かに関わらず、
災害法制における市町村（市町村長）の位置づけが、総合調整機能を担い、地方公共団体
の対応を尽くす立場にないため、災害法制全体における市町村（市町村長）の役割分担及び
権限を変更することなしに、自衛隊の災害派遣要請権限を委譲する変更のみを実施すること
は不可能である。

683
自衛隊の災害派遣要請権
限の全市長への移譲

市長が自衛隊に対して直
接、災害派遣を要請でき
るようにし、派遣要請は都
道府県に事後報告するこ
ととする。

【制度改正の必要性】
大規模災害発生時においては、72時間以内の人命救助に象徴されるように、
迅速な応急対策が求められる。
【制度改正による効果】
事態を最も把握している現場の被災市の長である市長から、取りまとめ役の
県を経由することなく、直接、自衛隊に対して災害派遣を直接要請できる権限
が付与されれば、大規模災害発生時の通知事務の簡素化や迅速な派遣要請
の実施につながり、住民の生命を守るための救助活動等も、より迅速な対応
となることが見込まれる。
【懸念の解決策】
なお、本提案は、災害対策法の前提である「地方公共団体による広域的な対
応を行っても解決できない場合」を崩しておらず、要請をするときは、既に地方
公共団体では対応できない状況で、迅速性や事務の効率化を最優先に考え
るべきであることから、都道府県知事のみが災害派遣要請を行う合理的な理
由はない。また「要請が集中する」との懸念については、そのような状態は甚
大な被害が想定される災害であり、権限移譲による弊害ではなく、むしろ国に
おいて情報収集が遅くなる要因となるのではないか。

自衛隊法第８３条
災害対策基本法第
６８条の２

防衛省、内閣
府、総務省
（消防庁）

横浜市 C　対応不可

１．災害対策は、災害対策基本法に規定されているとおり、基礎的な地方公共団体である市
町村による第一義的な応急対応と、市町村を包括する広域的な地方公共団体である都道府
県による関係機関間の総合調整を前提としている。

２．自衛隊の災害派遣制度は、上記の前提を踏まえ、市町村及び都道府県の災害対応能力
（警察、消防等）を活用してもなお対応できず、人命又は財産の保護のため必要があると認
める場合に、区域内の被災・対応状況を全般的に掌握した上で、総合調整機能を担う都道府
県知事等に、自衛隊の災害派遣要請権限を認めている。

３．警察の運用、消防の広域応援、DMAT（災害派遣医療チーム）との協定等の事項は、何れ
も都道府県が権限を有しており、市（市長）は上記を運用する立場にないところ、仮に現行の
災害法制を維持したまま、自衛隊への災害派遣要請権限のみを市（市長）に付与すれば、都
道府県による広域調整等により地方公共団体による対応を尽くさない段階で自衛隊に要請
がかかることとなる。換言すれば、自衛隊が地方公共団体以上に地域の災害対策に責任を
有することとなるため、各機関の性質・役割分担を考慮すると、制度的に不適切である。

４．また、運用の観点からは、上記の通り、災害対策に従事する各機関を運用する立場にな
く、広域的被災状況を把握する立場にない市（市長）から直接災害派遣要請を受けたとして
も、自衛隊の派遣の要否を判断することは困難であり、結局のところ、都道府県との調整を
別途要するため、二重の調整を要することとなり、災害派遣の迅速性は担保されず、実効的
な救援活動に支障をきたす恐れがある。

５．上記の通り、災害が市（市長）の範囲内に限定して発生するか否かに関わらず、災害法制
における市（市長）の位置づけが、総合調整機能を担い、地方公共団体の対応を尽くす立場
にないため、災害法制全体における市（市長）の役割分担及び権限を変更することなしに、自
衛隊の災害派遣要請権限を付与する変更のみを実施することは不可能である。
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